
測量士（測量士補）登録の電子申請の手順

項番 画面 確認事項
1

2
手続名称から探して下さい。

3

4

赤く囲まれた箇所を確認、入力、クリックしてお進み下さい。

ここでは、測量士の登録申請手続を紹介していきま
す。（測量士補の場合もこれに準じます）

e-Gov電子申請のページを開き、手続検索をク
リックします。

手続検索結果一覧に「測量士の登録申請」が表示さ
れます。

入力欄に「測量士の登録申請」と入力して下さい。

手続検索を
クリックして下さい

検索をクリックして下さい

測量士の登録申請を
クリックして下さい

申請書入力へを
クリックして下さい
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項番 画面 確認事項
5

6

7

8

e-Govアカウントの登録で設定したメールアドレ
ス、パスワードを入力し、ログインして下さい。

アカウントを登録されていない方は、登録ページへ
異動して手続して下さい。

申請者入力画面が表示されます。

情報入力画面に従って、「申請者情報」及び
「連絡先情報」の両方を入力して下さい。

「申請者情報を設定」、「連絡先情報を設定」画面
で正しく入力(項番24、25)すると、この画面に自動
的に表示されます。

なお、申請者情報の氏名は、 可
能な限り受験者の氏名と一致するように記載してく
ださい。

アプリケーションを起動を
クリックして下さい

ログインを
クリックして下さい

申請者情報を設定を
クリックして下さい

連絡先情報を設定を
クリックして下さい
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項番 画面 確認事項
9 基本情報の入力画面が表示されます。

10-1 登録申請書の入力を行います。

なお、様式が
・登録申請書
→大学・短大・高専・養成施設 卒
及び試験合格の場合

・登録申請書 学位授与機構

→学位授与機構によって学位を授与された場合
及び試験合格の場合

記載事項に関する詳細は、下記URLの「登録申請書
記載要領」を参照して下さい。

測量士
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/sitouroku1.html

測量士補
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/hotouroku1.html

試験合格による登録
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/tourokushiken.html

「必須」の表記がある項目については、入力もれの
ないようにして下さい。

以上の2種類がありますので、使用しない方の様式
は、×印をクリックして削除してから入力してくだ
さい。システムから「削除して良いか」の質問があ
りますが、削除してしまって問題ありません。

内容を確認を
クリックして下さい

不要な申請書の×印をクリッ
クして削除してください。
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項番 画面 確認事項
10-2

11

12

13 記載事項に関する詳細は、下記URLの「１．登録申
請手続について」を参照して下さい。

測量士
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/sitouroku1.html

測量士補
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/hotouroku1.html

試験合格による登録
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/tourokushiken.html

入力が終了したら、添付書類の添付に進んで下さ
い。

※電子申請においては、添付資料の原本を郵送して
いただく必要はございません。（添付書類の文字が
読めない場合は、補正していただきます。審査に当
たっては、記載事項確認のため、証明者へ問い合わ
せる場合があります。）

書類を添付を
クリックして下さい

追加を
クリックして下さい

添付を
クリックして下さい
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14 提出先を指定して下さい。

提出先選択ダイアログボックスが表示されます。

大分類：国土交通省

中分類：国土地理院

小分類：総務部

を選択して下さい。

15 提出先が選択されました。

16 入力不足等のある場合、エラーが表示されます。

17 申請内容確認画面に移ります。

振込者氏名を全角カタカナで入力して下さい。

以上で、申請書は提出完了となります。

提出先を選択を
クリックして下さい

設定を
クリックして下さい

内容を確認を
クリックして下さい

エラーを修正し、再度

内容を確認を
クリックして下さい

提出を
クリックして下さい

5



電子納付について

項番 画面 確認事項
18

19

20
審査状況及び納付状況が確認できます。

① 申請書の提出
② 「納付情報」で納付番号・確認番号・収納機関番号を確認・メモ
③ 電子納付を取り扱う金融機関をe-Gov電子納付から「金融機関一覧」で確認
④ ②の番号により、所定の金額（測量士の登録申請は３０，０００円）を金融機関に納付

提出を完了すると、
・納付番号
・確認番号
・納付機関番号
が発行されますので、メモ・印刷をするなどして忘
れないようにして下さい。その後、画面の指示に
従って、納付手続を進めて下さい。
納付完了後、登録申請の審査が始まります。

e-Gov電子申請の「マイページ」から、審査状況及
び納付状況の確認ができます。

※申請書の提出を完了する前に電子納付を行うことはできません。以下の手順で納付手続を行って下さい。

申請案件一覧を
クリックして下さい
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